
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  租税特別措置の適用状況等                 

Ｑ：租税特別措置の適用状況が公表された

そうですが、どのような内容だったのです

か？                                           

                                              

Ａ：次のような内容でした。 

【解説】 

さきごろ、会計検査院から法人税関係の租

税特別措置の適用状況等についての報告書が

公表されました。 

租税特別措置(特別措置)とは、国の特定の

政策目的を実現させるために、特定の個人や

企業の税負担を軽減する措置で、税制の特例

として設けられているものです。その関係か

ら、特例措置について適用状況並びに関係省

庁及び財務省による検証状況について検査を

実施し、その状況をまとめ、報告することと

なっています。今回の主な内容は、次のよう

なものでした。 

①研究開発税制では、関係省庁における24年

度分の減収見込額が2591億円だったのに対し

て減収額が3494億円とその差額が903億円に

もなっていたにもかかわらず、26年度の事前

評価書や27年度税制改正の際の要望書におい

て何の説明もされることなく、関係省庁から

拡充等の要望がなされていた。 

②特例措置の対象は幅広い企業や業種として

いながら、上位10法人の適用額の合計が適用

総額の80％を超えているという実態があるも

のの、特定の業種や企業に偏りがないなどの

説明があるものもある一方、適用額からみた

偏りについては、いずれにおいても説明がな

されていない。 
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